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は じめに

内務省が設置 され、中央集権(ruamamnat)制 をめざした大規模な地方行政改革が開始 されて

か ら100年 以上過 ぎた。そ してタイは独立を維持 して今 日にいた り、その国家形成に内務省は

大きな役割 を担 った ことは否 定できない。現在 も内務省(お よび官僚)は 、地方分権(krachai

㎜at)の 目玉であった知事公選制に反対す る理由 として、100年 間続 いた地方行政体制の大 きな

成果 を挙 げてこの体制を改めることの重大性 を指摘 している。た しかに独立を維持するの に外
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交、軍隊の整備 とともに地方行政は大 きな役割を果た してきた といえよう。 しか しこの100年

間、タイの社会経済、そ してタイをめ ぐる国際環境 も大き く変化 した。 もはや植民地勢力 も存

在 しない し、冷戦状況 も崩壊 した。だが100年 前の論理が、いまも堂々と通用 している。 内務

省の組織維持の論理が背景にあるとはい え、中央集権制の固執 に、チャク リー改革の前提 とな

った政治状況認識の残澤をみ る思いがす る。

19世 紀末当時の政治状況は、英仏を中心 とす る西欧勢力が東南アジアの植民地 を拡大 し、タ

イにせまる勢いを示 していた時期であ り、そ うした西欧の脅威 に対 して小国タイがいかに して

独立を保 ち うるか正念場 を迎 えていた。 その結果 タイは国内統治改革:をせ まられ、国家領域 の

画定と地方統治改革:による領域支配の中央集権化が急務 となっていた。 しか し、伝統的な統治

制度の弊害の根は深 く、容易 に改革が進行す る状態にはなかった。 国王 自身の中央統治の権力

基盤が不安定であるばか りか、地方統治においても直接支配できる範囲は極めてかぎ られ てい

たか らである。

とくに地方統治 においては、 キン ・ムアン(食国)制 による 「分権 」化 が著 しく、諸改革 を実

施す るための財政的基盤は非常に弱体であった。そ こで首都 と周辺部を中心 とした都市国家的

な支配の性 格から、領域国家への脱皮をはかるためには、革:命的 ともいえる大規模 な変革 を と

もな う地方統治改革が必要 となっていたのである。 こうした要請に応えるべ く登場す るのが、

テーサー ビバー ン体制 による地方 「分権」への挑戦 であった。

テーサー ビバー ン制の地方への浸:透は漸進的ではあったが、確実に地方国か ら朝貢国へ とそ

の矛先は向けられ てい く。チ ャオムアン(国主)を 中心 とした地方貴族たちは、 さまざまな抵抗

を試みなが らも、行政、徴税 、司法などあ らゆる方向か ら向かって くる矛先を さけ られず 、徐 々

に切 り崩 されてい くことになる。 そ して、 「バンコク」による直接支配領域は地方において拡

大 してい く。テーサー ビバー ン制はある意味では、ジグソーパ ズル的に 「行政 単位」 とい う小

片を、 「領土」 とい う枠に少 しずつはめ込んでいく作業であ り、旧制度下における人的支配 を

空間的な領域支配に転換 してい く装置 として機能 した といえよ う。

以上のよ うな認識 のも とに、本稿 では地方統治改革による中央集権化の過程 を とお して、タ

イの国家形成の性格 の一端 を明 らかにしていきたい。

1旧 制度下の地方統治

(1)支 配領域

旧制度下の地方統治は大きく分けて2つ の部分に分かれていた。タイ本来の領土と朝貢国
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(prathetsaat)である。朝貢国 はラーオヌア、ラーオタイ、カメー ン、マラユーの一部であ り、民

族習慣 の相違や遠 隔地のため統治は困難であった。 タイ本来の領域 もさらに2つ の部分、首都

(ratcha血㎝i)および畿内地方国①u㎜u㎝gch㎜ai)と 畿外地方国(hu㎜u㎜gch㎜ok)に 分かれ てい

た。統治上 もっとも重要な首都 と畿内地方国はそれぞれが2日 の距離 にあらねばな らなかった。

南はプラチュワプ、西はラーチ ャブ リー、カー ンチャナブ リー、東はプラーチー ン、ナ コー ン

ナー ヨック、北はナ コー ンサ ワンと接す る範囲 にあ り、基本的には畿内地方国は4級 国であっ

た。畿外地方国は1級 国か ら3級 国まであった。 これ らの地方国は、それぞれバ ンコクよ り北

部 はマハータイ(krasuangmaha丘hai)、 南部はカ ラー ホーム(krasuangkalahom)、 首都周辺湾岸はク

ロマ ター伽 ㎜a血a)の 管轄 となってお り、統一的な地方統治 は整備 され ていなカ・った【Ch蜘t

1984:60-3]a

しか しアユ タヤ朝以来 ラタナ コーシン朝初期 まで、まが りな りにも畿内一畿外 一朝貢国 とい

う旧制度の領域編成秩序 は機能 してきたが、19世 紀末の植 民地勢力の外圧に よって こうした秩

序は朝貢土侯領域 に直接的に反映す る過程で解体 してい くことになる。 「Chakri改 革の中心環

をなす 中央集権的 な国家領域統治の課題 と条件は、旧制度の理念 と実態 との間に存在 した固有

の矛盾 の中に求め られるのである[田辺1972a:270]。

旧制度は朝貢国をめ ぐって崩壊 していこうとしていただけではなか った。19世 紀中頃 からチ

ャオプラヤー下流域の開発が進行す る一方で、人力支配の体系が公民支配か ら私民支配化へ移

行するなかで、畿内直轄領域 も減少 していったのである。そ して1891年 には直轄の畿内諸国は、

首都の北にバ トゥムター ニー、 ノンタブ リー、南にプラプラデー ン、サム ッ トプラーカー ンの

4国(の ちにモ ン トン ・クル ンテープ となった地域)を 数えるのみ となっていた【lbid.:258-9]。

首都 に隣接す る畿内直轄領域 でさえ減少す る状況下においては、遠隔地に位置 し交通の不便

な各地方国や朝貢国の支配は困難の度 を増 しつつあった。 アメリカ人 ミッシ ョンがチェンマイ

にいたるまでの所要 日数が1864年 には49日 であったい う記録がある。1893年 のシャム危機 の

ときでさえ、ル ワンプラバン29日 、ノンカーイ28日 、チ ャンパーサ ック26日 、ウボン24日 、

バ ッタンバン14日 の所要 日数であった。戦闘が始まってもメコン河まで軍隊を派遣す るのに一

ケ月を要 したとい う[Tql977:4]。 交通手段の体系的整備 の立 ちお くれは、広大な国家領域の統

治上の大きな障害 とな り、植 民地勢力の外圧 に対応す る各地域、各地方国の有機的、効果的な

結合は不可能に近 くなっていたのである[田辺1972b:51]。

さらに旧制度下の領域編成秩序のなかで も朝貢国の支配 については、地理 的民族的な間題 だ

けでな く、不明確 な領域 と周辺国への両属性 とい う問題があった。ルワンプラバ ンはタイ とべ
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トナム双方に両属 していた といわれ 、カンボジア もまた同様 であった。そ こである意味ではそ

れ らの朝貢国はタイ とベ トナムの 「緩衝国」であった といえるのである。 しか しフランスがベ

トナムを植民地化 し、ル ワンプ ラバ ンやカンボジアに も影響力 をお よぼす ことになった。 もは

やそれ らの朝貢国は 「緩衝国」 と しての機能を果たさなくな り、タイはフランスと直接対峙す

ることを迫 られ ることになる。

そこでタイは、タイ とラーオの近接 した文化や民族性に訴 える一方で、地方統治改革を実施

し、ホー族の紛争鎮圧 のための遠征 を行お うとした。 それは重な り合った領域 の曖昧性 を解決

す るための行動であった[Thongchail994:102]。 こ うした朝貢国直接支配への行動に よってタイ

とフランスは衝突することにな るが、直接支配領土を確保す る動 きは、フランスの植民地支配

の運動法則 と共通点をもつ行動であるとい えた。

トンチャイ(ThongchaiWinicha㎞1)は 、近代的な地図による領土の画定 とそれ らへの絶対的な

主張は、従来のあいまい な空間の うえに新たな地理的 コンセプ トのもとでのタイ 「王国」の拡

張を意味 した、と主張 している1[lbid.:lo4]。 また、タイ としては ヨー ロッパ帝国主義者 と同 じ

意識はな く、フランスや他の ヨー ロッパ勢力が外国人あるいは 「彼 ら」(they)であるのに対 して、

その地域の人々に とって タイは 「我 々」(We)で あった。そ して もし 「植民地」化 とい う表現が

厳 しすぎるな ら、そ こには2つ の タイプの 「征服」、すなわちWeに よる 「征服」とTheyに よ

る 「征服」とがあった、と トンチ ャイはタイの領 土拡張主義的な性格 を描写 している[lbid.:lo7]。

(2)統 治と徴税

旧制度下のタイの地方統治は、首都近郊畿内における王の直接支配のほか、畿外のムアンは

実質的にはチャオムアン(chaomuang:地 方国主)の自由な統治に委ねられ、さらにその外縁の朝

貢国は、金樹 ・銀樹を中心とした朝貢品を定められた間隔で貢納する以外は独立的な状態にあ

った。ムアンのこのような統治形態はキン ・ムアン(食国)制度とよばれ、中央政府のプライ(自

由民)の人力支配と徴税も、畿外のムアンに関レてはこのような領域統治の形態に依拠していた。

財政 ・司法 ・人事など地方国領域統治に関するキン ・ムアンの地方分権的傾向を、中央集権化

によって克服することが、地方統治改革の一つの目的であった。ここで国家領域というものが

明確に意識 され始め、その構成部分である各地方国に対する領域統治の再編成が課題 として登

1朝 貢 国 の 「植 民 地」 化 を示 す 例 と して
、ボ ー族 の 地 を攻 撃す るに あた って 司令 官 ス ラサ ックモ ン トリー

が使 用 した 、"se就letheana㎞et"と い う表 現 をあ げ て い る[lbid。:104】。
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場 した[田辺1972b:37;小 泉1994:196]。

キン・ムアンの統治形式は中国式 であ り、タイでは 「ムアン行政を統べ る」(waratchakanmuang)

と呼ぶよ うに したが、なお 口語では キン ・ムアンの名称が残っていた。形式的 にはチャオムア

ンが住民の安全 と生活 を保障 し、それ に対 し住民は労働力や物納人頭税であるスワイな どで報

い、チャオムアンやクロマカーン伽 ㎜ 舳,ム ア ンの幹部官吏)はそ こか ら利益 をえた。また

中国人徴税瀬 人(chaophおinai曲n,㎞o㎜ 盈㎝ch㎞)が 中央勧 から独 占的権利を認め られ て

お り、チ ャオムアンも利益の一部を受 け取っていた。

チ ャオム アンの次席 は ヨ ック ラバ ッ ト(yok㎞bat;検 察官)で 地 元 の世襲 で あ り、 盗賊

(chonphurai)か らの安全 が地方統治の重要な要素であったことを うかがわせ る。チ ャオムア ンた

ちも自らの利益のため もあって、表 面的には盗賊をな くし国の秩序を保 と うとした。バ ンコク

の各省大臣も地方国が平穏で大きな事件 さえ起 こらねば、 「よき統治」(pok㎞rongdi)で あると

して評価 した【Danmng萱994116,lg]。

だが実際のキン ・ムアン的なムア ン統治では、自分の土地に官舎(chuan)や 役所(saraklang)を建

設 し維持 しなけれ ばな らず 自分 の財 産が必要であった。そこでスワイの徴収 な どか らの利益だ

けでな く、金のある者を郡長 にした り、地元の顔役(n誼lengto)を 県や郡の幹部(ho㎜ 綱 にす

ることもあった[Uthichal1981:3-4]。

以下小泉の記述 をもとに、地方統治 と徴税の実態 を東北部 の状況をもとに整理 してお こ う。

臣民に課 された樒役義務に代替す る物納税(あ るいは物納人頭税)で ある、 スワイ貢納人 口把

握のための登録簿 にもとつ くスワイ徴収や登録民の管理については、各登録民の希望に したが

って主要4官 職 チャオムアン、 ウパ ラー ト、ラーチャウォン、ラーチ ャプ ッ ト)を長 とす るコ

ー ン(隊あるいは組)と よばれた組織 単位 に編成 され、最終的にはチャオムア ンが全体を統括 し

ていたといわれ、それ は領域 的原理 で編成 されたのではなく、人的な結合原理 を基本 としてい

たことを示唆 していた。その ことは登録民が居住地にかかわ らず所属 ムアンを とお してス ワイ

を貢納 していたことによって示 されている。つま り村落(バー ン)は人 口管理や徴税の組織 単位

ではな く、ひ とつの村 に異なるムア ンの所属民が混在 した り、またた とえひ とつの村の住民が

同 じムアンの所属民であって も、直接管轄す る役 人が同一人物 とはかぎらない状況がみ られた。

徴税の組織はムアンの主要役人を頭 とした人的つなが りの系列 か ら構成 され 、 しかも所属先の

変更 も基本的 には変更を希望する登録民や従属 ムアン側の意向が尊重 されていた と考えられ て

いる。その結果役人の地位の上下と支配下の所属人 口数の多少 が必ず しもパ ラ レルではない と

い う事態 も生 じえた[小 泉1994=201-2]。
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こ うした人的管理制度 の流動性は、中央権力の貢納制度 を媒介 とした地方 の人的資源 のかぎ

られた把握 とスワイの滞納の増加 とい う結果 を生 じさせた。1850年 代以降の東北地方では、ム

アン間やムア ン内部で所属民を争い、争いが高 じて分裂す るムアンも現れる。また登録 民が従

属する支配者 を変更 した り、従属ムアンが主管 ムアンを変更 した りす るな ど人員管理に大きな

混乱が生 じるようになる。 こうした混乱の主た る原因は、国王の規定 したスワイの貢納 とは別

に、チャオムアンが独 自に課税人 口と額を設定 して登録民か ら私的に徴税 していたか らである。

つま りそ こには、税を納 める登録民 と地方権力 との徴税関係 と、地方権力のバ ンコクに対す る

スワイの貢納関係 とい う二層構造があ り、チ ャオムア ンた ちはこの二層間のずれ を利益 として

いたのである。

1870年 代にはバンコクは、多数の役人や登録民の他のムア ンへの所属先変更希望に対 し、は

じめて新 しく登録するムア ンに居住 を移 さないかぎ り所属の変更を認めない とい う姿勢 を示す

よ うになるが、支配の混乱はプーマ5世 の時代にはいって も継続す ることになる。そ して80

年代 には、居住地を新登録先のムアンの領域内に移動す ることな くして所属ムアンを変更す る

ことを禁止するにいた る[n)id.:208-17】。

旧制度下にお けるスワイの徴収 を とお した王権 による地方統治は、制度的枠組み とい うより

も、む しろ王権 自体が個別 な利害をもっ一つの主体 として地方の場にたちあ らわれる とい う、

個別の関係性 を軸に展開 した。チャク リー改革の一環 としての中央集権的地方統治制康整備 の

課題 と方向を規定 したのが、こうした中央 と地方の関係性その ものであ り[lbid,=217-8】、チ ャオ

ムアンや クロマカーンに よる恣意的 な 「地方分権」化は、バ ンコクに よる地方国支配 とい う専

制国家の領域支配の持続的な動揺 と弛緩 をもた らしていたのである[田辺1972a:2571。 そ こで、

中央と地方の関係性 を中央優位に転換す るために、地方国の再編成 とそれ らの直接支配のシス

テムを構築 しよ うとしたのが、後述するテーサー ビバーン体制 による地方統治改革であった。

2地 方統治改革と内務省

(1)改 革の前提

地方統治改革の必要性は、地方国支配の混乱 と動揺、また朝貢国をめ ぐるさまざまな問題 だ

けでな く、英仏 などの植 民地勢力の進出 と国境紛争の発生にも起因 していた。つ ま り、国内的

要因 と外的な要因が相互に連関 していたのである。

地方統治改革の鍵 は中央集権化にあった。そ してその主要な障害は、伝統的な行政 システム

における各種の 「刹益」(phonprayot)に 深 く関わる者たちの反対であった。 しか し外的圧力が、
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国王を中心 とす る「国家」(prathet)を結合 させ る働 きをした。そ してプーマ5世 王による、1873-92

年の間の絶対的権力の強化のための諸改革 と結びっ き、1892年 か ら1915年 にいたる地方統治

改革を徐 々に実施 させる ことになった【Td977:38-9】 。

プーマ5世 による政治改革や社会改革は、古い政治システム攻撃のための武器 と して使われ

た。 しか し直接的攻撃は有効ではなく、74年 の国事会議 と枢密院の設置や財政改革な どによる

性急な政治改革は成功せず、ほ とん どが老齢で あった支配 グル ープの死 を待 たねばな らなかっ

た。国王は支持勢力や支持基盤 とな る国王直属の軍隊の強化 と人材育成 を進めつつ、よ うや く

1880年 代半ば統治の実権を握 り、本格的な中央統治改革:を開始す る[lbid.:56;玉 田 藍992:106-7]。

プーマ5世 は、政治改革の 目的は内外の危険か ら自らを守 ることであ り、タイの領土的統合

と独立を脅か してい る諸外国が、国内問題を理 由に国家統治にいつ介入 して くるかわか らない

と示唆 した。そ して領 土的統合 と独立を守るた めの方法 として、まず国内の安定を前提 とした

外交の手際よさを第一にあげたが、内政の安定は法 と秩序 を強制する政府 の統治能力に もとづ

き、さらに政府 の力は軍事力の育成 と交通通信手段の改善のための財政力に依存すると した。

そ して結局は、財政的供 給は行政改革 と国家経済の発展 にもとつ くと結論 してい る[Tql977:

249-50]0

内務省設置当時の国境認識 についてセ ン(SengWirayasiri;1892年 内務省入省)は 、当時上司た

ちが国境のムアンを名 前だけで しか知 らず、地図上にそれ らを示す こともできず、国境事件 も

ほ とん ど知 らなか った と語ったとされ る。この点にっいてテー ト(T句Bunnak)は 、最初の信頼で

きる地図の出版が1887年 であ るため、当時の官吏が地図になれていなかったか らであ り、ムア

ンにつ いての情報 もバンコクには断続的に しか届かなかったためであ り、遠隔地 との交通通信

の困難 性と曖昧な国境 が旧制度下の地方統治の大きな問題 となっていた、としている[lbld,ll-2]。

これに対 しトンチ ャイは、セ ンの追憶 は誇張 されてお り、1892年 にはタイ政府の懸案事項 のな

かに国境問題は高い位 置を占めていて、国境のムアンの地図はその ときまでに多 くの支配層 に

知 られ ていたはずだ としてい る。 しか し、国境認識 がいずれのよ うな状態 であった としても、

この時期は国境のムアンが名前だけか ら地図上で知 られるよ うになる過渡期で あって、 旧制度

下の地方統治が領土支配 を基盤 とした新 しい統治に転換 しつつ あった頃の状況 を示 していると

いえよう[Thongchail994:119-120]。

こうした状況に決定的なインパ ク トをもた らしたのが、タイ仏国境紛 争の結果生 じた 監893

年のパー クナム事件、いわゆるシャム危機であった。 同事件の結果 タイは、フランスにメコン

川左岸 のラオス全域を割譲 し、メコン川西岸 に接す るタイ領土内25㎞ の範囲お よびタイ領 力
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ンボジアを非武装地帯 とされた。

前年 よりタイは本格的 な中央 ・地方統治改革を開始 していたが、シャム危機以前 とそれ以後

とでは諸改革の実施にお いても、政治指導者の意識 において も大 きな相違が生 じていた。そ し

てシャム危機は、タイの国家 としての 「生存」(li免)において、鋭い非連続 性を画す ことになっ

たのであ る【Ibid.:142】。そ してこ うした危機感 が、国境 の画定 と地方統治改革による領域確保を

よ り促す ことになる。

タイは一般的に考え られてい るような植民地主義の無力な犠牲者ではなか った、とい う見方

がある。西欧植民地勢力のタイ周辺 での領土獲得の拡大化に よって、 タイは緊急 に朝貢国に対

す る領土支配を安全化す る必要が生 じた。 タイ 自身 も朝貢国への不明確な主権 を認識す る一方

で、それ らの朝貢国のよ り強力 な掌握 を拡大 しよ うとした。 旧制度下の朝貢国の保護 国的支配

との相違は、タイが軍事力、行政、国境画定そ してその 「地図化」(mapping)に もとつ く新 しい

領土支配のメカニズムをもっていたこ とである。 タイはこれ らの周縁国家 をその排他的 な主権

領土に組み込むために西欧勢力 との領土拡大競争 に参加 した、とい うのであ る2[lbid.:101]。

タイは確かに 「領 土」(prathetsarat)を失った。 しか し先に もみてきた ように、バンコクあるい

は国王が直接支配できる領域は、朝貢国や畿外地方国だけでなく畿内においても減少 していた。

も しここで、 「領土」(ana㎞et)を 中央政府が排他的な主権を行使 して統治す ることので きる領

域である、 と定義することができるなら、 タイは 「領土」(anani㎞om)を 失いは したが、それ以

上に多 くの直接支配が可能な 「領 土」(…machak)を確保 した といえるか もしれない。

(2)内 務省と中央集権化

地方統治の中央集権化は非常に困難な仕事であった。それ は必然的に伝統的タイの社会的、

財政的、法的な諸改革 をともなっていたか らである。チャクリー改革期の地方行政は1892年 以

前か ら小 さな改革:が進 め られ てきてお り、中央集 権化 は少 しずっ漸進 的に進 んでいった[T周

1977:1-49】。 中央集権 をめざした地方統治強化 は、まず首都 における中央権力の確保 を前提 と

していた。続いて畿内の支配権の確 立、 さらにはそれを畿外地方国 と朝貢国へ拡大 してい くこ

とが 目標 とされた。

1892年 ラーマ5世 は中央政府 を6省 か ら12省 に改変 したが、この改革はラーマ7世 によれ

2地 図化 に よ って国 境 で 囲わ れ た新 しい 「タイ」 が
、過 去存 在 しなか った 地理 的 実体 と して登場 し、 西欧

勢 力 とともに 「植 民地 」 獲 得競 争 の分 配 に あず か ろ うと した、 とみ て い る口bid.:10互,130]。
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ば 「漸進的な変化」(evolution)ではな く、一種の 「革命」(revolution)であ り、統治の大変革(ph取

phaendin)で あったfDamrong1994:31】 。

1892年 初代内務大臣 としてダムロン親王が任命 されたが、1894年 まで地方統治 はなおマハー

タイ、カラーホーム、クロマターに分離 されていた。同年12月 正式に内務省が設置 され 、カラ

ーホームの権限の うち地方統治は内務省 に移管 された。そ して全土の地方統治の権限を内務省

が掌握 し、新 しい内務省 は非常に大 きな権力を もっ ことになる。そ してまず増加する諸活動 に

対応す るために、省の 中央 レベル の改革 として軍事 を国防省、徴税 を大蔵省 、裁判を司法省 へ

移管 してい った。部局の改変 とともに人事面で も刷新が実施 され、新 しい官僚 を文部省、ス ワ

ンクラープ学校、地図局等か ら登用 した3[Td977:92-4】 。

地方統治改革の鍵は内務省の近代化にあ り、1892年 以降の統治発展の歴史は内務省建設の道

程その ものであった[Si伍nl966:61]。 ダムロン親王は内務省 の中央行政 を研 究 した結果、その

非能率は4つ の輪番制の行政部門の存在 にあることを発見 し、新たな10の 中央部局に改変す る

とともに、通信の迅速化をはかった。 しか し一時にはそ うした改革はできず、行政官の養成 が

急務であった[Td977=86-7】 。

内務省の 当初の組織は、3つ の局すなわち、地方統治のすべてのレベル に責任 をもつ地方統

治局(kromphalamphang)、 会計等 を担 当する総務局(krommaha仙aiklang)、 治安や盗賊取 り締 ま

りに責任 をもつ警務局(krommaha賃hai面nua)か らなっていた。その後地方警察局(kromtamruat

phuthon)、 地方税務局(kromsanphakonnok)、 森林局(krompamai)4、 鉱務局(kromrachalohakit

ph㎜iphi曲aya)な どが設置 され、内務省 の管轄 は広範囲にわたることになる【Damrong1994:20-

3](図1参 照)。

内務省の行政機構整備 と並行 して地方 レベルの改革:も進 められてい くが、その実施は漸進的

で さま ざまな障害をもっていた。地方行政の近代化 には明らかな反対や消極的な抵抗があった。

中央政府の収入を増加 させ るための財政面での中央集権化の達成は、非常に困難であった。そ

してそのことが各地方の諸改革実施において、 リーダーシ ップや能率の欠如 を招いた職業的官

僚の不足の原因 ともなった。 プーマ5世 は国益のためだけでなく、王室への権力回復の手段 と

して も改革を推進 したが、藍892年 に本格的な改革 を開始するまでに多 くの反対 を克服 しなけれ

3地 図 局 か ら異 動 した者 の な かで もっ と も重要 な官 吏 で あ るセ ン(SengWirayasiri)は
、地 理 的 な知識 を も

って ダム ロン を補 佐 した【lbid.:92-31。

4ビ ル マ とタイ の 国境 付近 での イ ギ リス に よ るチー クの 商品 化 と
、そ れ をめ ぐる紛 争 に対処 す るた め に、

英領 ビル マ の森林 局 に な らい 設 置 され たpamrongl994:20-31。
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図1内 務省行政組織

内務大臣

総務局

調査局 登録局

秘書課 外国課
内務省官吏
登録課

内務省官吏
履歴課

戸籍課 文書課

主計局

会計課 給与課

警務局 地方行政局

検察課 防犯課 刑務課 行政課 建設課

医 務 局

1912-1915

地 方 税 務 局

1899-1915

森 林 局

1896-1915

地 方 警 察 局

1897-1915

鉱 物 局

1896-1909

(出 所)[Chakritl984:137,146]の 図 を も と に 作 成 。
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ばならなかった。 しか し、20年 以上に もわたる中央政府の改革以上に、古い地方統治システム

の改革 には同じ時期、あるいはそれ以上の期間 と苦難をラーマ5世 王 とその後継者に強い るこ

とになる[Tell977:vi-vii,16-7]。

ダム ロン親王の内務大臣就任時には、カール ワン(勅命派遣官)、 カール ワンヤイによる直接

統治や北部 タイの朝貢国におけるよ うな間接統治が進行 していた。そ して北部 タイ、コーラー

ト高原、カンボジア、マ レー半島西岸部な どのカール ワンヤイの所轄領域 が、まだ正式ではな

かったがモ ン トン(monthon)と よばれて定着 しっっあ り、これ らの辺境 の地方国や朝貢国に対す

る所轄領域の設定は、首都 に よる支配 をある程度強 めることになった。 しか し、キン ・ムアン

制による統治の弊害は絶えず 、チャオムアンや官吏の不正 はダムロン親王の1892年 の視察旅行

によって しば しば指摘 された。カール ワン、カール ワンヤイの派遣 とその所轄領域の設 定は、

英仏植民地勢力の外圧 を直接的契機 としつつ、辺境の地方国、朝貢国 におけるキ ン ・ムアン制

を、中央集権的な領域統治へ と転化す る過渡期の模索であった。そ こで、1892年 に内務省 によ

ってテーサー ビバーン体制 として開始 され る中央集権的な国家領域統治は、多 くの問題 を抱 え

つつ もそれ らの模 索を全領域 レベルで、より体系的 に実施 され てい くことになるのである【田辺

1972b:61-2]0

3テ ーサー ビバー ン制度の展開

(1)テ ーサー ビバー ン制度の成立

テーサー ビバーン とは、梵 ・巴語か らの借用語彙か ら合成 した語であ り、 「統治 され る特定

地域 ・領域」を意味 し、州知事であるカール ワン ・テーサー ビバーン(㎞aluangthesaphiban)5の

名称 か らと られ 、 新 しい 地方 統 治 制 度 を総 称 して テ ーサ ー ビバ ー ン体 制(rabopmonthon

thesaphiban)と称 され た。それ は、1893年 以後展開 した内務省 による領域統治の改革 と国家領域

の体系的再編であ り、中央か ら派遣 された州知事 による集権的 な領域統治の成 立であった。従

来キン ・ムアン制のもとにあった地方国の行政、財政、司法の直接支配をめざすテーサー ビバ

ー ン体制 の確立は、旧制度 下のプライの径役義務、奴隷制の廃止などの社会改革 の制度進展 と

5州 知 事 の 名 称 は
、モ ン トン の 名 称 が 使 用 され る 前 は ㎞aluangyaiで あ っ た が 、名 称 使 用 後 はphubanchak田1

monthonと な っ た 。 そ し て 、テ ー サ ー ビ バ ー ン 制 が 正 式 に 実 施 され て か らは ㎞aluangthesaphibanと な り、

朝 貢 国 の 場 合 は ㎞aluang励gphraongsamretratchakanmondlonと も 称 され た 。 さ ら に ラ ー マ6世 時 に は

samhathetsaphibanmonthonと 変 更 され た 。 た だ しモ ン トン ・クル ン テ ー プ に つ い て は 首 都 大 臣(senabodi

krasuangna㎞onban)が 兼 務 し、1922年 以 降 は 内 務 省 に 合 併 さ れsamhaph㎜a㎞onbanと な っ たpamrong

1994:36]0
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ともに、チャク リー改革の帰趨を制す る重要な意味をもっていた[lbid.:63]。

ダムロン親王はテーサー ヒ.バーン体制実施の準備のために、1892年 バ ンコクの北部地方 をめ

ぐり最初の地方統治視察 をおこなった。バ ンコクか らウタラデ ィッ ト、サワンカローク、ス コ

ータイ、ターク、アー ン トーン、スパ ンブ リーな ど20の ムァンを、主に水上交通中心に、 とき

には道 なき陸路を通行 し2ヵ 月半かけて訪れ た。そ してキン ・ムアンに よる統治の実態 、ムア

ンの設 置場所 、役所や官舎の状況、徴税状況な どを調べた。その結果交通の不便 と、キン ・ム

アン制による地方統治の弊害 を改めて痛感す るこ とになる6[Chak㎞tl984:100-104】 。

数十ある地方国の多 くは、バ ンコク との交通不備のため通信連絡 システムが整 ってお らず、

命令をいかに数十人のチ ャオムア ンに同様 に伝え るかが重要課題であった。そ こで地方国 をム

ア ンの上位 の行政単位であ るモ ン トン(州)の 単位にま とめることになった。 モン トンの編成に

ついては、各地方国の地理的条件 を検討の うえ5、6ヵ 国を適宜に統合 していった。その背景に

は、地図局やセン ・ウィラヤシ リらによってもた らされた地理学的知識があった。 ダムロン親

王は州の編成 にあたって、 「水路 ・河川筋 が交通路であ り、州の領域の基盤」であるとの認識

の もと各地方国を分割 した。そ して1894年 までに、ナコーンラーチャシーマー を含 めた5州 を、

河川交通のための水系をもとに設置 していった。

それ らは、アユ タヤを州都 としたクルンカオ州(ラ ーマ6世 時モン トン ・アユタヤに改称)、

バーンパ コー ン川水系に沿 ったプラーチー ン州、チャオプラヤー水系で ピン川 に沿った地域で

あるナ コーンサ ワン州、ナーン川北部 ヨム川流域の ピサヌローク州、 さらにすでにカール ワン

が派遣 されていたナ コー ンラー チャシーマー州であった。 これ らの州 には州知事以下の有給官

吏が、内務大臣の 「耳や 目」(thangpenhupenta)と して、また相談役 として中央か ら派遣 された。

しか し有能で、 しか も官位が高 く国王の受 けが よい州知事 クラスの官吏は少 なく、州知事直属

の県知事(phuw㎜tch欲mmu㎝g)や 県幹部(㎞o㎜ 朗 は旧地方国のチャオムア ンや クロマ カー

ンが俸給を与え られ任命 される場合が多かった。 こうして徐々にではあるが、内務省は州 を媒

介 させ ることによって、旧地方国の領域をよ り直接的に支配 してい くことになる[田辺1972b:

63-9;Damrong1994:24-7]0

表1は 、各モン トン と所属 ムア ン名 を設置順 に整理 した ものである。表の とお り内務省 が設

置 し管轄 したモン トンは、分割の結果新設 された もの を含めて1915年 までに21に のぼる。 ク

6視 察の 際 に地 方 国 にお け る ス ワイ 徴 収 の遅 滞 を確 認 した が
、集 め るの は 困難 で あ る と判 断 し、半額 を減

免 しそ の残 部 は 問わ な い こ とに した。 その 結果 徴 収 した金 額 は20万 バ ー ツに の ぼ ったpamrong1994:28-

9]a
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ルンテープ州については首都省(krasuangna㎞onban)の 管轄であった。 また図2は 、カンボジァ

のブーラパー州を除 く各州の行政 区域 を示 している。なおモ ン トン設置の年 は、史料や研究者

によって多少違 うが、表1は チャク リッ トの作成 した表 にもとついている[田辺1972b:66-8;

Chakrit1984:549-53;Damrong1994:43-6]0

モ ン トンの設置は、デル タを中心 としたチャオプラヤー水系 とその周辺地域、続 いて南部地

域、さらには北部や東北部の遠隔地へ と展開 してい く。 しか しそれ らのさらに周縁部の、ル ワ

ンプラバン、チャンパ ーサ ック、ブー ラパー(カ ンボジア)、サイブ リー な どは、今世紀初頭 の

英仏治外法権の撤廃 と交換に割譲 され、ほぼ現在 の国境線が画定す る[田辺1972b:64-9】 。

チャクリー改革期 の国家領域確 定は国境 を画定 していくだけではな く、国の内部においても

「行政のすきま」を埋める作業、すなわち各行政 レベルの境界の明確化 と行政組織の再編成 が、

テーサー ビバーン体制の整備 をっ うじて進行 していった。モ ン トンは旧地方国の枠組みを県 と

して大枠 を設定 していったが、県 レベルで さえその境界が不明確であるばか りか、郡(amphoe)

やタムボン(tambon,行 政区)な どの境界 もあいまいであった。そ こで英領 ビルマやマラヤの地方

統治 を参考に、郡以下 タムボン、村(muban)を 行政 区域 の枠組みに組み込んでいった(図3参 照)7。

さらに家番号(banlekthi)や人 口調査(samano㎞rua)に よって個別 の家族 と個人を行政 区域別 に管

理 していった8。そ してそれまでスワイや賦役 を住民に負担 させていた制度 を再編 し、 「ひ と」

が 「ひ と」に所属す るのではな く、行政 区域 の 「土地」 と 「ひ と」を各 「行政単位」 に所属 さ

せることになった。それ は旧制度下における私的な人的支配 を、地方統治の中央集権化 により、

再び全国的な公的支配 に組み込んでい く過程 であった といえよう。

(2)州 ・県行政

ダム ロン親王が表1に あるように、モ ン トンを徐々に設置 していった理 由は、財政問題 だけ

でなく、州知事やその補佐、県知事、そ して裁判官な どの有能 な人材 が不十分であ り、法律学

校、近習学校、文官学校か らの供給だけでは間に合わなかったか らである[D～㎜rong1994:42-3;

7タ イ の伝 統 的 な統治 形 態 と
、英領 ビル マ お よびマ ラヤ の統 治方 式 を合 わせ て つ くった といわれ る。根 拠

法 は① ラ タナ コー シ ン暦ll6年 地 方統 治 法 、② 同117年 地 方 統治 規則 、⑧ 同Il9年 西 北 モ ン トン統 治 規則 、

④ 同120年 南部7イ ス ラー ム 地方 国 統治 規則 であ った[Chakkriロ984:81-51。
8そ の ほか

、身 分 証明 書 に よ る住 民の 移 動 の管理 もお こなわ れ た。 過 去 には 国 内 を旅行 す る者 は旅 行証 明

書(nangsudoenthang)が 必 要 で あ った が、あ ま り普 及 しな か った。 この旅 行 証 明書 に代 えて 新 しい 身 分証 明

書(nangsuprachamtua;batprachamtua)が チ ョー ンプ ー ラー イ(盗賊 な ど)が行 政境 界 を越 えて移 動 す る こ と

を防 ぐ 目的 で1903年 発 行 され るよ うに な る[Chakkritl984:427-31]。
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表1モ ン トン設置時期お よび所属 ムアン

設置年 モン トン名 所属ムアン名

(1)1894 ピサヌ 白一 ク ピサ ヌ ロー ク 、 ピチ ャイ 、 サ ワ ン カ ロ ー ク 、 ス コ ー タ イ 、 ピ チ ッ ト

(2)1894 プ ラー チー ンブ リー プ ラー チ ー ン ブ リー 、ナ コー ンナ ー ヨ ック、 チ ャチ ュー ンサ オ 、パ

ノムサ ー ラカ ー ム

(3)1894 ナ コ ー ン ラ ー チ ャ シ ー

マー(ラ ー オ ク ラー ン)

ナ コ ー ン ラ ー チ ャ シ ー マ ー 、 ブ リー ラ ム 、 チ ャ イ ヤ プ ー ム 、 ナ ー ン

ロー ン

(4)1894 ラー チ ャブ リー ラ ー チ ャ ブ リー 、 サ ム ッ ト ソ ン ク ラ ー ム 、 カ ー ン チ ャ ナ ブ リー 、 ペ

ッ ブ リー 、 プ ラ ー ン ブ リー

(5)1895 ナ コー ンチ ャイ シー ナ コ ー ン チ ャ イ シ ー 、 サ ム ッ トサ ー コ ー ン 、 ス パ ン ブ リー

(6)1895 ナ コー ンサ ワン ナ コ ー ン サ ワ ン 、 チ ャ イ ナ ー ト、 サ ン カ プ リ ー 、 マ ノー ロ ム 、 ウ タ

イ タ ー ニ ー 、 パ ユ ハ キ ー リー 、 カ ン ペ ー ン ペ ッ ト、 ター ク

(7)1895 クル ンカオ(ア ユ タヤ) ク ル ン シ ー ア ユ タ ヤ ー 、 ロ ッ ブ リー 、 サ ラ ブ リー 、 ア ー ン トー ン 、

シ ン ブ リー 、 プ ロ ム ブ リー 、 イ ン ブ リー

(8)1895 プー ケ ッ ト プ ー ケ ッ ト、 ク ラ ビ ー 、 トラ ン 、 タ ク ア パ ー 、 パ ン ガ ー 、 ラ ノ ー ン

(9)1896 ナ コ ー ン シ ー タ ンマ ラ

ー ト

ナ コ ー ン シ ー タ ン マ ラ ー ト、 ソン ク ラー 、 バ ッ タ ル ン

(10)1896 チ ュン ポー ン チ ュ ンポー ン 、 カー ンチ ャナ デ ィ ッ ト、 ラ ンス ワ ン、チ ャイ ヤ ー

(11)1896 ブー ラパ ー(カ メー ン) プ ラ タ ボ ー ン 、 シ ア ム ラ ー ト、 シ ー ソー ポ ン 、 パ ノ ム ソ ッ ク

(12)1897 サ イ ブ リー(ケ ダー) サ イ ブ リー 、 パ リス 、 サ ト ゥー ン

(13)1899 ペ ッチ ャブ ー ン ペ ソチ ャ ブ ー ン 、 ロ ム サ ッ ク 、 ル ー イ

(14)1900 パ ー ヤ ップ(ラ ー オ チ ア

ン)

ナ コ ー ン チ ェ ン マ イ 、 ナ コー ン ラ ン パ ー ン 、 ナ コ ー ン ラ ン プ ー ン 、

ナ コ ー ン ナ ー ン 、 プ レー 、 ト ゥー ン

(15)1900 ウ ドー ン(ラー オプ ア ン) マ ー ク ケ ン 、 タ ー ト ゥパ ノム 、 ナ ム フ ア ン 、 パ ー チ ー 、 サ コ ン ナ コ

ー ン

(16)1900 イ サ ー ン(ラー オ カー オ) ウボ ン ラ ー チ ャ タ ー ニ ー 、 シ ー サ ケ ー ト、 ス リ ン 、 ナ コ ー ン チ ャ ン

パ ー サ ッ ク 、 ロ ー イ エ ッ ト、 マ ハ ー サ ー ラ カ ー ム 、 カ ー ラ シ ン

(17)1906 チ ャン タブ リー チ ャ ン タ ブ リー 、 ラ ヨー ン 、 トラ ー ト

(18)1906 パ タニー パ タ ニ ー 、 ヤ ラ ー 、 ラ ゲ 、 サ ー イ ブ リー

(19)1912 ウボン ウボ ン ラ ー チ ャ タ ー ニ ー 、 ク カ ン 、 ス リ ン

(20)1912 ロ ー イ エ ッ ト ロ ー イ エ ッ ト、 マ ハ ー サ ー ラ カ ー ム 、 カ ー ラ シ ン

(21)1915 マ ハ ー ラ ー ト ラ ン パ ー ン 、 ナ ー ン 、 プ レー

*1895
クル ンテ ー プ プ ラ ナ コ ー ン 、 トン ブ リー 、 バ ト ゥム タ ー ニ ー 、 ナ コ ー ン ク ア ン カ

ン 、 サ ム ッ トプ ラ ー カ ー ン 、 ノ ン タ ブ リー

(出所)[Cha㎞tl984:449-553;Damrongl994:43-6]を も とに 作 成 。

(注)(13)ナ コ ー ン ラ ー チ ャ シ ー マ ー 州 よ り分 離 。(17)ト ラ ー トが1907年 に 含 ま れ た 。(18)ナ コー

ン シ ー タ ンマ ラ ー ト州 か ら分 離 。(19)イ サ ー ン 州 か ら ロー イ エ ッ ト州 が 分 離 後 名 称 変 更 。(20)

イ サ ー ン 州 よ り分 離 。(21)パ ー ヤ ッ プ 州 よ り分 離 。*ク ル ンテ ー プ 州 は 首 都 省 の 管 轄 。
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図2モ ン トン位置関係

(出 所)〔Krasuangmahatthai1970〕

(注)ブ ー ラ パ ー は 除 い て あ る 。
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図31910年 頃の地方行政組織

内務 省:ク ラ ス ワン ・マ ハー タ イ

内務大 臣:セ ー ナー ボ デ ィー

州:モ ン トン

州知事:カ ー ル ワン ・テー サ ー ビバー ン

地 域:ボ リウ ェー ン

地域 長:カ ー ル ワ ンヤイ ・ポ リウ ェー ン

県:ム アンorチ ャ ンワ ッ ト

県 知事:プ ー ワー ラーチ ャカー ン ・ム ア ン

●

衛生 区:ス カー ビバー ン

委員長(県 知事)

郡:ア ンプーorク ウ ェー ン

郡 長:ナ ー イア ン プー

行政区or行 政村:タ ムボン

行政区長:カ ムナンorナ ーイタムボン

村:ム ー バー ン

村 長:プ ー ヤ イバー ンorナ ー イ バー ン

(出所)筆 者 作 成

(注)1.「 地 域 」 はパ ー ヤ ップ 州 に 設 置 され た。

2.「 衛 生 区」 は 、 クル ンテ ー プ 以 外 で は1905年 に サ ム ッ トサ ー コー ン 県 の ター チ ャ ロー ム に 設 置 さ

れ た 。
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Uthichai!981:9-11】 。そのため地方統治改革の進展は遅れ、旧支配者層 である地方貴族 を有給の

地方官吏 として登用 していか ざるをえなかった。 その結果地方 貴族は、彼 らの権力 と威信の喪

失を政府官吏となることで償 われる ことになる。1891年 チャンパーサ ックのカール ワンヤイ と

なった ピチ ッ ト親王は、ウボンの3人 の貴族を東北の小地方国であるローイエ ッ ト、スワンナ

プーム、ヤ ソー トー ンの最:初の暫定県知事(㎞aluangkamkapratchakan)と して派遣 した。 こ うし

た重要なムアンの貴族 を政府 官吏と して雇用す ることは、テーサー ビバーン制の実施 とともに

・慣例 となってい く[Tql977:67] 。

テーサー ビバーン制実施 の初期は、なおキン ・ムアン制が払拭 され ていない時期であ り、モ

ン トンの統治においても根深 く残存す る地方国の旧勢力 との対 立、衝突が生 じつつあ り、多 く

の軍人や警察関係者が州知事 として派遣 され、地方警察組織 の設置や旅行証明書発行な ど治安

対策が講 じられていた[田辺1972b:69-70]。

1896年 最初 のバンコクでの州知事会議において、ムアンにおける司法 と財政の改善策が話 し

合われ、裁判官の所属は内務省か ら法務省に移 され、州法務官(㎞aluangyu瞭ham)の 地位 は発展

解消 して州検察官(yokkrabatmonthon)と な り治安関係 を担当す ることにな る。また徴税 面ではそ

の業務の拡大 を反映 して州税務官(sImphakonmonthon)お よび州副税務官が任命 され る(図4参

照)。 これ らの官吏は、州知事を中心に州次官(palatmonthon)お よび州派遣内務官吏 と協力 しつ

っ各県行政 を監督 してい くことになる。

新設 されたモ ン トンの包括的な役割 とそれに もとつ く役職 に対 し、州 の下位行政単位 で基本

的には既存の行政 単位 であ る県(ム アンあるいはチャンワッ ト)には、その重要 な役割 とよ り幅

広い実務を反映 して様 々な役職があった(図3参 照)。 県知事以下上級官吏 としては県次官(palat

muang)、 県検察官(yok㎞・abatmuang)、県税務官(sanphakonmuang)が あ り、中級官吏 とともに県の

クロマカー ン(㎞o㎜ 泳㎝mu㎝g;県 幹部官吏)9を 構成 していた。 さらに県 レベルには、地元の

有識者や富裕商人な どの非常勤の県政委員(㎏o㎜ 欲㎜nok曲 ㎜iap)が 任命 され、県行政 の運営

に協力す ることになっていた10。常勤の官吏にっ いては、できるだけ能力 ある人材 を旧官吏層

に代えようとし、すべて中央が任命、異動、昇格、免職、処罰等を行 うことになる【Chak㎞t1984:

9ク ロマカ ー ンは
、 県 レベ ル で は県知 事 を除 く県 の幹 部 官 吏 を指 し、郡 レベ ル で は郡 長 を含 む郡 の幹 部官

吏 を指 す。
Io非 常勤 県政 委員 は 県幹 部官 吏 と同格 で あ り

、相 談役 と して約10人 で構 成 され た。 とくに都 市 の行 政や

住 民 の生活 ・商業 等 につ い て1年 に2回 ムア ンで 、そ して 年1回 モ ン トンで会議 を開 い た。政府 が地 元 の

住 民 を行政 に参加 させ る こ とを 目的 と して任 命 され た が 給与 はな く、名 誉職 で もあ った[Chakkrit1984:

204・7】。
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図4州 ・県行政組織

州知事

内務部

州次官

州秘書官
州出納長

検察部

州検察官

税務部

州税務官
州副税務官

査察官

県知事 県知事 県知事

県幹部官吏

常勤県官吏 非常勤県政委員会

上級官吏 中級官吏 有識者 富裕商人

県次官 検察官 税務官

出納官 刑務官 総務官 徴兵官 副検察官 副税務官 秘書官

(出 所)[Chakritl984:188,197】 の 図 を も と に 作 成 。

is



175-207]。

1892年 か ら99年 の問のダムロン親王は、内務省の中央行政 を再編 し、地方統治の新 しいシ

ステムの探求 とその実施 に専念 したため、地方統治の全体的な改革を法律の形で明確化するこ

とが遅れた〔Tql977:92】 。

テーサー ビバー ン体制の初期的段 階においては、1897年 の 「ラタナコーシン暦ll6年 地方統

治法」(phraratchabanyatlaksanapok㎞rongthongthiratanakosinsokll6)を もって、その形式的、制

度的な側面は整備 され たことになる。同法による各領域の統治形態の定式化は、それ以前の10

数年にお よぶ準備実験過程の総括 と、東南アジアにお ける英領 ビルマお よびマ ラヤの植 民地統

治方式の導入が基礎になっていた[Si伍nl966:72;田 辺1972b:70-1]。

旧制度のプライの賦役徴発組織の解体 とともに、中央集権的な人民の統治のための明確 な境

界をもつ領域 として各行政領域の ヒエラル ヒーが誕生 した。そ して 「1897年 地方統治法」は、

1899年 の 「地方統治規則」(㎞obang㎞appok㎞ronghuamuang)と ともに、旧制度における世襲の

地方国主、官吏の人身支配 を廃 し、各領域の有給官吏 を生みだ した。 ここにおいてよ うや く、

名実 ともにキン ・ムアン とよばれた 旧制度の地方国統治 ・経営は解体 され、内務省 による中央

集権的な国家領域統治の基盤 が整 うことになる[田辺1972b:71]。

「1899年 県地方統治規則」は内務省 と地方にお けるその代表に、地方統治の独立的存在のい

かなる残存物をも弱体化 させ 終息 させ る武器 を与えた。県で大きな権限を もつ知事の任命権は

国王にあ り、あ くまでも知事は 「王の公務 を代行す る者」(phuwaratchaka1)で しかなかった。

1899年 か ら1915年 まで内務省は、 「1897年 地方統治法」 と 「1899年 地方統治規則」を根拠 に、

全国 レベルでその意図す る中央集権的な地方統治の本格的 な実現 をはか ることになる。 そ して

1899年 か ら、しだいに朝貢国お よび畿外地方国をテーサー ビバー ン体制の もとでの統治の枠組

みに統合 していった[T句1977:118-9,136]。

このよ うな新 しい地方統治システムの法制化 によって、人材不足のなかで伝統 的な地方貴族

層 を取 りこみなが らも、モ ン トンは徐々に設置 されてい く。そ して最終的には、地方の旧支配

層 の多 くは権力基盤であった地位 と徴税権を奪われ ることによって、その影響力を失ってい く。

しか し旧支配層の反発 も大 きく、1901年 か ら1902年 にかけてのプー ミーブンの反乱やパタニ

ーのマ レー人反乱 などの諸事件 によって
、攻府の 自信は大きく揺 らぐこ とになる。軍隊の派遣

によ りそれ らの反乱は鎮圧 され るが、新 しい地方統治に対 して地方の人々のもつ不安や怒 りを、

中央政府 も認識せ ざるをえなかった。その結果政府 は、す ぐに旧朝貢 国や畿外地方国の 中央集

権化のペースを緩和 しなければならな くなる[lbid.:154-5]。
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政府 は1899年 、北部および東北部の朝貢国 と畿外地方国か らの朝貢やスワイの徴収を廃止 し

た。同時にモ ン トン名 の変更を実施 した。1900年 ラーオチエンがモン トン ・パーヤ ップに、ラ

ーオカオがモ ン トン ・ウ ドー ンに、ラーオプアンがモン トン ・イサー ンに変更 され、さらに1901

年 には、南部の 「7マ レー地方国」(㎞aekchethuamuang)も 「7地方国地域」(boriwenchethuamuang)

に改称 された。 こうした改称は、地域 あるいは民族 としてのラーオやマ レーでなく、タイ国で

あ りまたタイ人であるとの理由によってい る。そ してこのよ うな流れ にそって、1903年 人 口調

査が実施 され、各モン トンの人 口と民族別の人 口の把握が試み られ るH(表2・3参 照)[Ibid.1

145-7;Damrong1994:56-7]o

(3)郡 行政 と村落行政

州内部の領域編成に関 しては、旧来の主要 な地方国の枠組み を県 として残 し、郡、タムボン(行

政区)、村(ム ーバーン)が設け られた。 ダム ロン親 王は、旧制度 におけるプ ライの径役徴発組織

であ るクロムやムー と、旧地方国内の行政領域であったクウェーン ㎞waeng、 アムプーamphoe、

タムボン桜㎜bon、 バー ンbanと の二重性 を指摘 した。そ して官務への倍役徴発が郡 などの行政

領域を無視 して行われ るた めに、各行政領域やプ ライの樒役、課役代徴収をめ ぐる混乱が発生

したのだ と認識 し、 この関係 の逆転、すなわち確 定 された各 レベルの行政領域 における人民の

統治の必要を主張 した。 ここにテーサー ビバー ン体制にお ける郡、行政 区、村 などの行政構想

が生まれ る[田辺1972b:70]。 ゆえに郡以下の行政組織の再編成 と展開が、テーサー ビバー ン体

制実施の真価を問 う重要なポイ ン トとなるのである。

テーサービバー ン制 における県は、さらに下位行政単位 の郡(㎞wengoramphoe)に 分割 されて

いた。郡は旧制度下のクウェー ンに相 当す るが、それほ ど大きな役割はな く、大部分の管理行

政はムアン レベルでおこなわれていた。 しか し統治改革以降、郡の存在は重要度を増す。政府

の地方末端 における出先機関であ り、政府 と地方住民の 「接点」(chut㎞thop)と して、政策 を

住民に直接知 らせ るとともに、あ らゆる行政事務 を実施す るか らである。 「1897年 地方統治法」

による郡の設置基準は、①平地で人 口が多 い場合 は約1万 人、② 山地あるいは森林地帯で人 口

が少ない場合は徒歩で12時 間内で往復できる範 囲、を郡 とし、さらに③ 山地や森林 で人 口がほ

lIダ ム ロン親 王 は1901年 の ジ ャ ワで の視 察後
、 地方 統 治 改革 に とって人 口の把 握 が 必要 で あ る との 考 え

を州 知 事会 議 で表 明 した。詳 しい 人 口調 査 をカ ム ナ ンや村 長 に 実施 させ よ うと した が 、彼 らの 多 くは字 が

読 めず 成功 しなか った。 そ こで徴 兵 法制 定 との 関係 もあ り、再度 人 口調 査 を 実施 した[ChakkritI984:421-

7]。
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表2各 モ ン トン人 口(1903年)

モン トンお よびムアン名 人 口

① モ ン トン ・ナ コ ー ン シ ー タ ン マ ラ ー ト 645,545

②モン トン ・クル ンカオ 484,236

③ モ ン トン ・ナ コ ー ン ラ ー チ ャ シ ー マ ー 402,068

④ モ ン トン ・ラ ー チ ャ ブ リー 344,402

⑤ モ ン トン ・プ ラ ー チ ー ン ブ リー 282,053

⑥ モ ン トン ・ナ コ ー ン チ ャ イ シ ー 246,734

⑦ モ ン トン ・ナ コ ー ン サ ワ ン 228,497

⑧ モ ン トン ・ピサ ヌ ロー ク 196,739

⑨ モ ン トン ・プ ー ケ ッ ト 178,599

⑩ モ ン トン ・チ ュ ン ポ ー ン 129,901

⑪モン トン ・チャンタブ リー 94,977

⑫ モン トン ・ペ ッチ ャブー ン 74,281

小 計 3,308,032

⑬ モ ン トン ・イ サ ー ン 915,750

⑭ モ ン トン ・ウ ドー ン 576,947

⑮モ ン トン ・クル ンテープ 493,677

⑯モン トン ・パーヤ ップ 485,563

⑰ ムアン ・ケランタン 300,000

⑱ムアン ・サイブ リー 219,000

⑲ モ ン トン ・ブ ー ラ パ ー 208,868

⑳ ム ア ン ・ トラ ン ガ ヌ ー 114.8951

小 計 6,686,846

合 計 9,994,878

(出所)【Chakkritl984:423,426】 より作成。

(注)① ～⑫は内務省 による人 口調査 の結果。⑬～⑳ は同 じく内務省の推定数。⑰⑱⑳ はマ レー

系朝貢国 のムアン単位 の推定人 口。 のちのモン トン ・パタニーは①に含まれている。
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表3民 族別人 口

民族名 人 口

①タイ 2,677,987

②マ レー 289,423

③中国 195,498

④ クメール 78,704

⑤モーン 29,156

⑥カ レン 19,257

⑦ベ トナム 4,757

⑧チャム 1,601

⑨ シヤン 994

⑩ ビルマ 607

⑪イン ド 518

⑫ ジヤワ 371

⑬西洋人 178

⑭タボイ 46

⑮その他 8,936

合 計 3,308,032

(出所)【Chak㎞tl984:424】}こ よ る 。

(注)表2の ① ～⑫ の 各 モ ン トン 内 の 民 族 別 人 口。
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とんどない場合は近隣の郡 に属 させ る、こ ととした。郡役所の構成 は、郡長(naiamphoe)を 長 と

して、他のクロマカーン(郡幹部官吏)の 副郡長(palatamphoe)や 会計官(samhabanchiamphoe)な ど

か らなっていた。郡の権 限 ・義務は、盗賊(chonphurai)な どの取 り締ま りを含む地域 の治安維持、

タムボンやバー ンの監督 ・管理、各種の登録管理、徴税関係、保健衛生関係 、住民生計に関す

る:事務、教育などであったが、 とくに治安維持については盗賊な どの捜査 ・逮捕権 もあ り重要

視 されていた[Chakkritl984;208-24]。

内務省 による地方統治 の拡大につれて、20世 紀 は じめには有能な郡 レベル官吏の需要が非常

に高まっていた。国内統治の拡張の大きな影響が郡 レベルでお こっていたのである。1912年 の

内務省 の調査 によれば、各行政単位 の数はそれ ぞれ17州 、71県 、369郡 、4273行 政区、48825

村 となってお り、内務省所属の官吏 ・職員は 豆4000-15000人 に達 してお り、地方警察だけでも

8000人 以上の人員を抱 えていた。 このよ うななかで、郡長をは じめ郡官 吏はテーサー ビバーン

体制にお ける行政官吏の主要な部分であ り、有能な人材の供給は地方統治改革にお いて重要 な

意味 をもっていた。そ こで新 しい官吏制度の確立が急務 とな り、官吏養成、任用管理の新 しい

プ ロセスが模索 されてい く12[SifHnl966:79-80,88-90】 。

郡の下位行政単位 としてはタムボ ンと村があ り、1893年 か ら1899年 にかけて設置 された14

のモン トンでは、郡(人 口約3万)に おけるタムボンの平均数は17で 、ひ とつのタムボンの村数

の平均は約7村 であった。 タムボンの行政区域は10村 を基準 とし県知事が設置 し、村は10戸

あるいは住民100人(の ち200人)を 基準 として設置 した。1892年 アユタヤのバー ンパイ ン郡で

最初の実験的な村長選挙 が、住 民登録簿を前 もって作成 してか ら実施 され、 さらに村長の互選

でカムナ ンも選ばれ ることになる。カムナンお よび村長は給与は受けず手数料の受領や一部の

税 の免除 とい う特権 をもっていた。その権限 と義務 は、治安の維持、盗賊な どの取 り締ま りと

逮捕、郡役所 との連絡、住 民登録な どの管理 、徴税関係 などであった[Chak㎞tI984:225-235;

Damrong1994:40-41;Tej1977:112]o

住民による村落指導者 の選挙の実施は、一見民主的 な統治方法の村落への導入のよ うにみ ら

れた。 しか し実際は、旧制度下での村落支配 に代替す る制度 をつ く り、内務省の管轄の もとに

12当 初 は地 元 の人 間 を登 用 してい た が
、それ だ け では 数 の上 で も質 的 に も問題 が 多 く官 吏養 成 を 開始 した。

バ ン コクや アユ タヤ に文官 養 成 学校 を設 置 した が需 要 に追 い つ けず 、1900年 に郡官 吏 養成 学校 を設 置 す

る。 もっ とも重 要 な幹 部官 吏 養 成 学校 と しては 、1902年 に近 習(mahatlek)学 校 が設 置 され る。 ま た郡 レベ

ル での 実務 訓練 も推 進 し、1903年 頃か らは需 要 に対応 で き るよ うに な ってい く[Chakkrit1984:299-318〕 。

そ して 最終 的 には 、 チ ュ ラー ロ ン コー ン大 学の行 政 学 部 が設 置 され るpamrong1994:81-5】 。
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新たな支配装置 をテーサー ビバー ン体制の末端 レベル にまで布置 してい く試みのひ とつであっ

た。 キン ・ムアン制末期にお ける村落統治は、スワイの徴収 を管理す る在地役 人 とみ られるナ

ーイ ・コーン(naikong)や ナーイ ・ムア ト(naimuat)13た ちと
、土地を媒介 とした地域単位 として

のタムボンや村の長で あるカムナンや村長の存在が、並立 していた もの と思われ る。テーサー

ビバーン体制は、重層的な行政単位 によって領域=土 地 を支配 していったが、末端村落 に居住

する住民の管理 については旧制度 下における並立的な方法を廃 し、土地に結びっいたカムナン

や村長に権限を与え、土地 と人 と利益の管理 を一本化 した とみることができよ う。

(4)財 政問題

財政問題は人材不足 と並 んで、モ ン トン設 置を遅 らせた大 きな原因 となっていた。新たなモ

ン トン設置に ともな う官吏の給与 、各種諸経 費、諸施設建設な どの費用が不足 していたが、税

金が徴税請負人の所 に滞 ってい ることもあって、地方か らの歳入は 当初少なかった[Damrong

1994:42-3;Uthichai1981:9-11]o

またいくつかのモ ン トンではなおキン ・ムアン制が残存 していた。地方統治改革の初期には、

人材不足 もあって地方貴族 をやむ をえず州知事や県知事に任命す ることがあった。その結果一

部のモン トンでは、かぎられたキ ン ・ムアン(食国)だ けでな く、全域的なキン ・モン トン(食州)

ともい うべき現象が生 じることになった。 しか しこ うした状況は、徴税改革お よびプ ライ制の

廃止による地方貴族の弱体化 と、中央官吏の地方派遣の拡大によって改善 されていった。 こ う

して1899年 までには地方の財政的独立は しだいに消えていった。ピサヌ ロー ク州にお ける税制

改革:の事例は、 中央か ら派遣 され た州知事がいかに州財政 を改善 し政府の収入 を増加 させ 、同

時に地方貴族の財政 を破綻 させ ていったかを例示 している[T匂1977:116,167-76]。

内務省に よる地方財務行政へのコン トロールの拡大は、今後の統治改革の必要財源の確保や

地方貴族の弱体化促進だけてな く、新 しい地方統治制度の利 点を立証す るための手段で もあっ

た。統治改革の進展 とともに政府の財政収入は急速 に増加す る。それは1892年 の1538万 バー

ツか ら98年 の2850万 バーツへ と、85%の 増加 を示すことになる。また1895年 か らは、財政収

入は毎年平均10%前 後の増加 を示 し、1906年 までのll年 間に215%の 増加を記録す る。 この

間新 しい税種や税率の増加がなかったにもかかわらず収入が増加 したのは、徴税請負人に代わ

Bこ れ らの役 職 にっ いて は[小 泉1993:40-2】 を参照
。
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り政府が直接徴税す るとい う新 しい徴税方法 の導入 にもとつ くものであった14。さらには、1890

年代の運河掘削増加な どによる好景気 と地価 の上昇なども、税収増加の一因であったろ う。 こ

うした財政的な安定化 とい う楽観的な環境 において、内務省は地方統治の体系的改革のための

法律 ・規則 を発令 してい く[Cha㎞'it1984:364-8;Jo㎞ston1975:51-73,121;Tql977:115,ll8]。

一方政府 の財政収入増 を反映 して政府予算 も急増 してい く
。 とくに内務省 の予算 の増加 は著

しく、重要度の拡大を示す ことになる。1892年 の内務省の予算は全体のわずか1%強 であった

ものが、1897年 には約8%、 さらに1902年 には約26%を 占めるまで増加す る。その内訳は、

州行政関係予算 を除けば地方警察局、地方税務局の順であった。予算作成 のプ ロセ スは、まず

郡 レベルの支出予算を作成後県知事 に提出 し、県全体の予算 をま とめ州知事を経由 して内務省、

さらに大蔵省に提出 され ることになる[Chakkritl984:368-771。

1895年 最初の州知事会議 において、徴税独 占についての長短が論議 された。その結果州知事

の権限に よる徴税方法が採用 され るが、直接的にはカムナ ンおよび村長を利用 して徴収す るこ

とになる。実際には人員不足のため、直接政府 が徴収す る税種は田地税(㎞ana)な どわず かであ

り、旧来同様に徴税請負人がアヘ ン税、賭博税 、酒税 な どを徴収 した。田地税 の徴収は農業省

が郡長、カムナン、村長に村人の所有する田地 を調べ させ 、田地簿(banchich㎜uanna)を つ く

らせ税額を決め させた。そ して税をカムナ ンや村長が直接やってきて納税証明を発行 して徴収

す るため、迅速正確 で不正 もや りに くく、税収 は増加す る[Uthichail981:llO-1]。

1899年 内務省 に地方税務局が大蔵省か ら移管 された。イギ リス人財政顧問に よる、地方税務

行政は地方行政に責任 をもつ内務省 に移管すべ きであるとの示唆 によ り、大蔵省の財政部門 と

分離 し相互監視 させ ることとしたのである[Tql977=98]。 この結果内務省 は、中央か ら村 レベ

ルにいたる一貫 した徴税 体制 を整 え、その地方統治体制をよ り強化す ることになる。

(5)治 安問題と司法制度

司法のコントロールは、地方統治の実権を掌握するために重要な意味をもった。1893年 から

1896年 の間に各州知事は、徐々に各県における既存の司法行政の独立性を終息させていった。

司法的な手段は、秩序の確立と地方貴族の威信 と力を弱体化 させるためであった。そしていっ

たん州知事が県の司法行政を掌握すると、内務省は郡長たちをして容赦なく県裁判所に重要な

14徴 税請 負 人 に よ るアヘ ン税
、酒 税 の徴 税 はな お継 続 して いた が、 それ らの徴 税額 も増加 して い た

IChakkritl984:366-71。
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刑 事訴訟 を付託 させ た。 さらに下級地方貴族が有給官吏に変 えられてか らは、遠慮な くカムナ

ンを して軽微 な刑 事訴訟 を、郡長 のもつ司法権 のもとに付託 させ た。 しか しそれだけでは不十

分 であ り、基 本的 な制 度 が改革 され る必 要が あ った。 そ こで1896年 、 「県裁 判所 法」

(p㎞ath㎜anunsanhuamuImg)が 公布 され、県行政か ら司法行政が分離 され法務省 に移管 され る

ことになる。 しか し同時に、州知事は州検 察官(yokkrabatmonthon)の 任命権 を握 ることになる

[T司1977:113-4]。 検察官(yokkrabat)は 現在 の検事(aiyakan)に相 当するが、前者は行政 と検察両方

の役割 をもっていた。

治安問題 でもっ とも重要な存在がチ ョーンプーラーイ(chonphurai)で あった。その意味する と

ころは盗賊、 山賊 、暴漢 の類であ り、彼 らの害か ら住民を守ることは地方統治のなかで も重要

な任務であった。 ほとん どのモン トンで、チ ョーンプーラーイの横行 とその取 り締 ま りの必要

性がモン トン設置の理由のひ とつ となっていた。む しろ表面的には、チ ョー ンプーラーイの存

在が もっとも大きな地方統治上の問題ではないか とい う印象 さえ うけるほ どである。バ ンコク

に近いアユ タヤが、 この問題 では当時 もっ とも有名であった。

旧チャオムアンたちも、盗賊 などが自領 内で横行 しない よ うにチ ョー ンプー ラーイを雇い、

領外では 自由に させてい る場合が多かった。またナ ックレーン(nakleng=や くざ)を笛役の管理に

雇った りす ることもあった〔Jo㎞stonl975:138-41;Uthichail981:3-4]。

1891年 スラサ ックモ ン トリーが東部で1600人 のチ ョー ンプー ラーイを捕 らえチ ョンブ リー

の キャンプに収容 したが、東北地方 でも同様の取 り締ま りが実施 されていた。 しか しその場 し

の ぎの対策ではなく、恒常的な対チ ョーンプーラーイ対策が必要になってきていた。

そこで1895年 地方巡察隊(phontrawen)が バンコクか ら独立 して組織 され、90年 代州知事の一

部が、地域犯罪 を減少 させ るためにこれ らの兵力 を利用 した。1897年 県 レベルにおける常設警

察力の必要 性によって 「地方警察」(tamruatphuthon)が 設置 され、地方巡察隊の任務 を引き継 ぎ

再編成 され国家 レベルの組織 となる。そ して1908年 までに各地の駐屯地に8000人 の警官が常

駐 し、地方犯罪の減少に貢献 した。 ダムロン親 王は、地方犯罪の効果的 コン トロール は地方統

治の再編成次第である と考えていたが、実際当時アユタヤにおける犯罪 の減少は地方統治の貢

献であるとして、テーサー ビバーン体制 を評価す る者 もいた[Jo㎞stonl975:181-81。

チ ョーンプー ラーイの横行 は、米 ブームによる好景気が一因で もあ った。 しか し 「犯罪」の

増加 は、1880年 代か ら1890年 代 にかけての中央権力による地方への支配の強化 によって生 じ

る緊張関係 をも反映 していたといえよ う[lbid.:171]。チ ョーンプーラーイはた しかに増加 したが、

そのすべてが単純 な 「犯罪」者だったのだろ うか。かれ らの多くは、 もとも とはアウ トロー的
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に農村社会 に存在 していた者 たち(ナ ック レーンも含めて)であ り、状況に応 じて在地の役人 と

して体制 に取 り込まれた り、あるいははずれ た りしていたものが、i890年 代の好景気 による米

作地開発ブームと政治的混沌のなか、集団化 、犯罪者化 していった とも考え られ る。

1960年 代か ら70年 代の タイ政府 は、反政府運動家の多 くに コー ミュニ ッ ト(共産 主義者)の レ

ッテルをはった。 いま この点 を念頭において考 えてみると、テーサー ビバーン体制期 のチ ョー

ンプーラーイもすべてが単なる盗賊たちであった とは思えない。バ ンコクに とってあるいは内

務省に とっては、彼 らは 「チ ョー ンプー ラーイ」で しかなか ったか もしれないが、それぞれ の

地方、東北や北部や南部 では、彼 らの一部は新 しい統治改革の押 しつ けに怒 りや不安 を覚える

旧支配者層や住 民た ちの代弁者 であったか もしれない。 いずれ に しても彼 らは、旧制度か らテ

ーサー ビバーン体制への移行期の混乱 した時代の産物であった といえよう。

4州 行政の事例

(1)ピ サヌロー ク州

旧制度下では第一級国の地位 にあって北部 の最前線のムア ンであった。 アユ タヤ時代 より北

部か らアユタヤへの通 商の要衝であ り、ナー ン川、ヨム川沿いの5つ の ムアン、ピサヌローク、

ピチャイ、 ピチ ッ ト、サワンカロー ク、ス コー タイ で構成 され ていた。 ピサヌ ロー クをめぐる

改革は、1893年 の メコン左岸領域化後 も右岸 への食指 を伸ば しつつあったフランスの影響 との

絡みで重要であった。

モン トン設置 の理由は、①防衛:1873年 ホーの反 乱 とル ワンプラバ ン攻撃、②統治:チ ャオム

アンや クロマカー ンの不公正、③徴兵:1893年 タイ仏紛争の際の男子壮丁徴兵の不徹底 、④徴

税:徴 税 の必要性 の住民への周知徹底な どであった。

以上の理由は決定的ではないが、フランスの影響力の拡大 と主権の侵害は危険で重要な問題

であった。 これ に対 しテーサー ビバー ン制 による地方行政改革 によって外国勢力に対抗す る必

要があった。1893年 フアムアン ・ラーオ(メ コン沿い)に対す る政策はカール ワンを派遣 し、十

分な給与を与えラーオ人が タイ側 につ くようにす る とい うものであった。テーサー ビバー ン制

開始後、ル ワンプラバンを本拠地 とす るフランスはよ り過激 にな りタイ領 土を侵食 しよ うとし

た。 フランスはタイ側 によるメコン右岸25㎞ 以内の地方巡察隊の設置を非難 したが、フラン

ス側 もメコン右岸 での税金お よび課役代(ngoen㎞aratchakan)の 徴収 を実施 していた。領 土だ け

でなく、当時人民は資源 としてもっとも価値 あるもの とみ られていたので ある。

経済財政面では、税金 、スワイ、罰金か らの利益 があった。徴税方法は以前は徴税請負人チ
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ヤオパーシーが独 占 し、徴税 の遅滞お よび納税者 との トラブルが多かった。そこで1894年 実験

的に郡長(naikhweng)に 徴収 させた。 さらに徴税効率化のために1895年 住 民登録簿(samImo

prachachon)を 作成 し、家畜や乗物 も登録 させた。ス ワイについては最初 は州 内務 官(㎞aluang

mahaUhai)が 徴収 していたが、負担が重いので1898年 に各ムアンのチャオムーナーイコーンが

徴収する方法 にかわった。 またバ ンコクへ送るのに時間がかかるために、替わ りにスワイを州

財務官(㎞langmonthon)に 納 めさせた。 しか しメコン岸近縁では、ル ワンプラバ ンでフランスが

徴収 しないために、タイ側 の住民も納税 しないので徴税 しない ように した。 その後タイ政府 は

政策 を変更 し、一人 当た り4バ ーツ徴税す るよ うになったが、これはメ コン左岸のフランスの

その時点での徴収額7バ ーツよ り低 かった。いわばタイとフランスは徴税条件 によって メコン

河 をは さんで 「ひ と」の奪い合いを していたのであ り、テーサー ビバー ン制 が実施 されて も当

初 は領域支配だけでなく、なお人的支配の度合いが強かったのである。

司法面では1895年 裁判所 を設置 し、裁判官(phuphiphaksatuiakan)を 派遣 した。また犯罪の取

り締ま りや1902年 のシャン族の反乱な どに も対処 していた。軍については、フランスの存在 と

の関係 で1893年 の危機以降一定の兵力を常駐 させ ていたが、1893年 のムア ン ・ピチ ャイにお

ける駐 屯兵24人 か ら、1902年 陸軍 ピサヌ ロー ク州司令部(kongbanchakanmonthonthahanbok

phitsanulok)の設置によ り州常備兵(thahanprachammonthon)が800人 に増強 された。そ して1905

年 の徴兵法の実施 によ りそれはよ り拡大 され ることになる。

交通通信 は、バ ンコクか らピサヌ ロー クまでは約10日 の行程であ り、交通がよくなかったの

で道路の建設や運河の拡幅な どが行われた。また鉄道 も1907年 に ピサヌロー クまで営業が延長

されている。通信 にっいては郵便が始まってお り、1895年 には電信が開設 され97年 には電信

為替 を送 ることができるようになった[Uthlchai1981:49-84]。

(2)ア ユタヤ州

歴史的にも交易 の中継地 としても重要で、農業にも適 した土地である。1895年 クル ンカオ、

サラブ リー、ロッブ リー、プロムブ リー、インブ リー、アー ン トーン、シンブ リーの7つ のフ

アムアンをもってモン トン ・クル ンカオ(1926年 アユタヤ と改称)と な る。畿内のモ ン トンであ

り、外 国の侵 略 な ど大 きな 問題 もな くモ ン トンの一 つ のモデル となった。 かつ て県幹 部

ゆ ㎜ 曲mumg)に 不良人物がお り、地元のプーラーイ を手下として使 い、 「盗賊を養い盗賊

を捕 らえる」(liang㎞amoiwaichap㎞amoi)と いわれた。カール ワンが赴任 してからそ うい うこ

とはな くなったが、郡の幹部職員(㎏o㎜ 劇 な どの人材 は不足 していた。
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モ ン トン設置の理由はつ ぎの とお りであった。①統治:チ ャオムアンたちに問題 があ り、プ

ライたちは訴 えた り、逃 げ出すな どした。またチ ャオムアンの恣意的な県郡幹部の任命に替 え

て、行 いよく有能 な官吏の任命が必要であった。 しか し県知事や県幹部に よる公金の横領や不

正行為は、給与がないためで もあった。②司法:刑 事訴訟案件が多く、た とえばアン トーンで

は裁判所の未決が540件 、ロッブ リーでも388件 あった。それ らの多くは密造酒関係 であった。

その他 にも官吏による不正が多 くあったため、1896年 初めて特命勅使(㎞aluangphiset)が 派遣 さ

れることになる。③治安:盗 賊の多い理 由は、(a)開 けた広い土地 と森林があ り隠れやす い、(b)

酒や麻薬を売る店がある、(c)盗品を買 う質屋がある、(d)県知事や県幹部のなかに盗賊 を利用す

る者がある、な どである。 しか し外国 との国境問題な どもなく、全体的には内政問題中心で あ

ったので、新 しい計画を最初に実験的に実施す るモ ン トン となった。そ して最初 のモ ン トン裁

判所が設置 され てい る。

アユタヤではモデル として最初のカムナンと村長の選挙が実施 された。1897年 ラーマ5世 は

セン ・ウィラヤシ リに相談 し、彼にフアムアンの地方統治問題 を担当 させ 、実験的にカムナ ン

と村長の選挙をバー ンパイ ン郡で実施 させた。その方法は、まず戸籍簿(banchisImano㎞maban)

をつ くり村 を設定 し、約10人 の戸主(chao㎞ongban)と 他の住民を寺に集め彼 らに村長 を選 ばせ

た。さらに村長たちを集め、今度はタムボン(行政区)の長であるカムナン(行政区長)を 選ばせ、

タムボンの治安維持 を任せ た。1895年 最:初の人 口調査(s㎝1anok㎞ara醜don)を 実施 し、家畜、

乗物、銃の数、農地、果樹園 などの所有について調査 し、さらに1897年 にも新たな人 口調査 を

してい る。

改革:後官吏の性格 も変化 し、文官(㎞alatchakanphonl鍵u…m)資 格能力 によって選抜 していった

が、新 しい時代の職務 にあ う教育機 関もなく、 とくに郡 レベルでの人材が不足す るようになっ

た。そ こで1900年 アユ タヤに郡幹部訓練学校(rongdanhukhatkrommakanamph㏄)が 設置 され、

他のモ ン トンか らも訓練生が派遣 され るようになる。末端行政 レベルでのカムナ ンや村長の役

割は重要であったにもかかわ らず給与はなく、納税賦役免除証明書(年6バ ーツ)のみが配布 さ

れ るだけであった。盗賊はな くならなかったが、盗賊捜査専門の地方警察検事(aiyakalltamruat

phuthon)を 任命するなどして捜査の迅速性 をはかった[lbid.:91-121】。

(3)イ サ ー ン 州

1891年 フ ア ム ア ン ・ラ ー オ カ ー オ 、1894年 モ ン トン ・ラ ー オ カ ー オ 、1899年 モ ン トン ・タ

ワ ン オ ー クチ エ ン ヌ ア 、1900年 モ ン トン ・イ サ ー ン と名 称 が 変 化 す る。 そ の構 成 は2つ の 部 分
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よりな り、朝貢国である ビエンチ ャン、ナ コー ンパノム、ナ コー ンチャンパーサ ックと朝貢国

でない他のムア ンである。朝貢国では世襲的な自治的地方統治が行われていた。チャオムアン

(chaomuang)は ムア ン統治の全権を もち,ウ パラー ト(upparat)はチャオムアンの次席 であ り,ラ

ー チャ ウォン(ratchawong)は 訴訟案件 を裁決す る役 割 をもち
,ラ ーチ ャプ ッ ト(ratchabut)は財

産 ・利益の管理維持 を担当 した。そ してそれ ぞれが4っ のコー ン(隊あ るいは組)を もち人民は4

つの コー ンに自由に登録す る。その結果 コーンそれぞれが 「ひ と」を取 り合 うことにな り、ス

ワイの徴収の際に混乱を引き起 こす こ とになった。

1895年 、朝貢国か ら金樹銀樹の貢物を送 らせ ることを廃 し、一般のフアムアンと同様 ス ワイ

と税金徴収 に変えた。 中央権力 は遠隔地のムアンのチ ャオムアン、 クロマカー ンが権力をもち

す ぎない よう管理 していたが、統治不十分 と判断 し1882年 カール ワンをチャンパーサ ックに派

遣 した。問題が多 く土地 も広 くフランスの脅威がせ まってい るため、バ ンコク権力の拡 大 と新

しい統治形態の必要が生 じてきていた。

サ ンパシテ ィプラソン(SanphasiUhiprasong)親 王の1887～1900年 の間の ウボンラーチ ャターニ

ー を中心 とした統治の時代、メコン左岸 か ら移 り住む人間が多 く1年 間の免税や食衣料 な どを

給付 した。 これ らの人数 は経済的に も軍事力の面でも重要であった。まだ正式なモ ン トンには

なっていなかったが、親王は内務省 の政策 に従って行政改革 を実施 した。それ は3つ の段階に

分かれていた。①最初の行政改善:中 部の行政形態 を一部採用 し、チ ョー ンプー ラーイの取 り

締 まりと治安の維持のために村 ごとに3人 の村役(タ ーセー ン)を任命 し、警察力を整備す ると

ともに、捕 らえた者を厳罰に処 した。②統治形態 の統一=1897年 地方統治法にそって旧職 を廃

止 し、県知事 と県幹部を任命 していった。 そ して地元の官吏にもサクデ ィナー をタイの役人 と

同様に与え、他のムアン と同様の扱 いをした。③第三段階:1900年 モン トン ・イサー ンと改称

し、5つ のボ リウェー ン(地域)、すなわち ウボン、ナ コーンチャンパーサ ック、クカン、ス リン、

ローイエ ッ トにわけて統治 し、州知事、県次官、検察官、税務官を任命 し、年1回 バ ンコクへ

の報告を実施 させた。また迅速 な訴訟処理のためにタムボン レベルか らモ ン トンレベルまでの

裁判所 を設置 した。

これ らの急激な行政制度の変化 に、一部のムア ンのチャオムアンや クロマカー ンが不満 をも

ち過激 な事件 を引き起 こす ことになる。1901-2年 の超能力者 あるいはプー ミーブン(ph㎜ibun:

功徳ある人)と呼ばれ る千年王国的地方反乱である。い くつかの地域で同時に起 こった大 きな事

件 であるが、その背景 には政治 ・経済 ・社会の変化が重要な意味をもっていた。政治的には1893

年 フランスとの条約以来メ コン両岸のタイの政治的影響力が低下 し、政治が不安定化 しつつあ
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った。そのよ うななかで、旧制度の地位を失い不満 をもつ一部の者が機 会を利用 して反 乱 リー

ダーになる例 もあった。経済的 には、スワイ徴収 を収入源 としていたチャオムアン、 クロマカ

ー ンムア ン、ナーイ ・ムア ト、ナーイ ・コー ンの多 くは新 しい制度の もとで収入 が減少 し、不

満 をもつ ようになる。カール ワンの報告では、プー ミーブ ンのい く人かは権力を失 った旧官吏

層であ り、彼 らは農民の貧 しさを改善する と主張 し、農民の支持を うけ拡大 していった。社会

的には徴税の不公平があ り、教育のない農民たちはむ しろ古い徴税方法を望んだ。事件 当初反

乱が成功 したのは以上の諸環境が幸 い し、さらに政府 の初動期対応がまずかったためで もある。

事件後ボ リウェーンは県 とな り、官吏も経験 ある者が任命 された。 また各県担 当の州次官が

任命 され、より細かな配慮 が施 された。村落 レベルでは、 「1897年 地方統治法」にそ って、住

民が村長を選びそのなかか ら互選でカムナンが選ばれるようにな り、い くつかのタムボンは人

口loooo人 に達 し郡に昇格 した[lbid.:126・48】。

おわ りに

1910年 プーマ5世 が死去 し、1915年 にはダムロン親王は内務大臣の地位 を退 く。地方統治改

革の2人 の立役者は去 った。モ ン トンが廃止 され るのは1933年 であるが、ほぼ1915年 までに

はテーサー ビバー ン体制の所期の 目的である、全土にわたる領域支配 の確保 と中央集権化は成

っていた。

地方統治関係法規の制定は、地方統治体制整備の進展をはか るひ とつの指標である。 「1897

年地方統治法」 と 「1899年 地方統治規則」は、改革:目標 と地方統治のあるべ き姿の提示であっ

た。だが目標 と現実のギャップはなお存在 し、それを埋 めるには さらに15年 の年月を必要 とし

た。 「1914年 村落行政法」は1897年 以来の統治経験によ り修正が加 えられてお り、テーサー

ビバー ン制による地方統治 の確立を示 していた。そ してそれは修正 されっつなお現行法 として

いき続けている。っま り現在の地方行政の基本的枠組み も、80～100年 前のテーサー ビバーン

時代の法規則 によって形成 された秩序が踏襲 されているのであ る。・したがって現在 の地方行政

をみる場合 も、チャク リー改革期の地方統治改革を抜 きに しては語れない。

テーサー ビバーン体制は、地方貴族による 「分権 」的なキン ・ムアン制に もとつ く人的支配

を排除 し、モン トン、県、郡、 タムボン、村 にいた る 「中央集権」的な地方統治 システ ムによ

って、人的支配を も包摂する強力な領域支配 を うちたてるための大きな原 動力 となった。19世

紀末の タイは、西欧植民地勢力 との対峙により 「国境」 をもっ ことになった。 しか し実体 とし

ての 「国家」はまだ成立 しているとはいえなかった。全域 にわたるモ ン トンや県 などの行政単
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位 の設置 と統治体制の整 備、そ してそれ らを媒介 とす る中央集権体制 が確立 されては じめて、

「領域国家」 として存在す ることになる。テーサー ビバーン体制確立の2人 の功労者が退場 し

た とき、 タイ はようや く国家 として実体を もち始めたのである。
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